
　

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
の
方
法
と
し
て
、
2
通
り
あ
り
ま
す
。

◎「
一
部
」繰
上
げ

　

60
歳
か
ら
定
額
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
に
達
す
る
月
ま
で
の
間
に
請

求
が
で
き
、
65
歳
か
ら
受
け
る
老
齢
基
礎
年
金
の
一
部
と
特
例
に
よ
る

退
職
共
済
年
金
の
額
の
う
ち
定
額
部
分
を
同
時
に
繰
上
げ
る
方
法
で
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の

繰
上
げ
に
つ
い
て

平
成
６
年
法
律
改
正
に
よ
り
昭
和
16
年
４
月
２
日
（
特
定
消
防
組
合
員
は
、
昭
和
22
年
４
月

２
日
）
以
後
に
生
ま
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
退
職
共
済
年
金
の
定
額
部
分
及
び
加
給
年
金
の

支
給
開
始
年
齢
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
60
歳
前
半
の
年
金
額
が
従
来
よ
り
も
低
額
と
な
る
こ
と
か
ら
65
歳
か
ら
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
老
齢
基
礎
年
金（
国
民
年
金
）の「
一
部
」ま
た
は「
全
部
」を
繰
上
げ
、

退
職
共
済
年
金
や
老
齢
厚
生
年
金
と
併
給
で
き
る
制
度
が
で
き
ま
し
た
。詳
細
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

繰
上
げ
の
方
法

◎「
全
部
」繰
上
げ

　

60
歳
か
ら
65
歳
に
達
す
る
月
ま
で
の
間
に
請
求
が
で
き
、
65
歳
か

ら
受
け
る
老
齢
基
礎
年
金
の
全
部
を
繰
上
げ
る
方
法
で
す
。

　

な
お
、
昭
和
24
年
４
月
２
日（
特
定
消
防
組
合
員
の
方
は
昭
和
30

年
４
月
２
日
）以
降
生
ま
れ
の
方
は
、
定
額
部
分
の
支
給
が
な
い
た
め
、

「
全
部
」繰
上
げ
の
み
と
な
り
ま
す
。

繰
上
げ
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
場
合
の
注
意
点
に
つ
い
て

　
「
一
部
」ま
た
は「
全
部
」繰
上
げ
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
場
合

に
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
繰
上
げ
は
、
本
来
の
支
給
開
始
年
齢
で
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
年
金

を
減
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
算
定
し
ま
す
。
よ
っ
て
60
歳
代
前
半

に
お
い
て
は
有
利
な
金
額
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
年
数
を

経
過
す
る
と
生
涯
で
受
け
取
る
年
金
額
よ
り
も
低
額
と
な
り
ま
す
。

②
繰
上
げ
に
よ
る
年
金
を
一
旦
受
け
取
る
と
、
後
に
裁
定
取
り
消
し

は
で
き
ま
せ
ん
。

③
繰
上
げ
に
よ
る
年
金
は
月
単
位
で
減
額
率
が
変
わ
り
ま
す（
１
か
月

０
・
5
％
）。
よ
っ
て
、
自
身
の
生
活
設
計（
再
就
職
等
）を
よ
く
考

え
、
請
求
時
期
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。

「
一
部
」ま
た
は「
全
部
」繰
上
げ
の
請
求
手
続
き
に
つ
い
て

　

繰
上
げ
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
繰
上
げ
を
希
望
す
る
月
の
前
月

中
に
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
請
求
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
手
続
き
の
際
に
当
共
済
組
合
の「
年
金
加
入
期
間
確
認
通
知
書
」

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
共
済
組
合
年
金
課

（
T
E
L
０
７
４
４
│
２
９
│

８
２
６
６
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
繰
上
げ
を
さ
れ
た
場
合
に
は
、
共
済
組
合
年
金
課
へ
そ
の

旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

「
全
部
」繰
上
げ
の
老
齢
基
礎
年
金
の
請
求
先

　
←

年
金
事
務
所（
旧
社
会
保
険
事
務
所
）

「
一
部
」繰
上
げ
の
老
齢
基
礎
年
金
の
請
求
先

　
﹇
共
済
組
合
の
み
の
者
﹈←

共
済
組
合

　
﹇
複
数
の
年
金
制
度
の
期
間
が
あ
る
者
﹈

←

年
金
事
務
所（
旧
社
会
保
険
事
務
所
）

加給部分

定額部分

加給部分

例）昭和25年4月2日生まれ、本来の特別支給開始年齢62歳の場合
　この場合、下図の62歳時点で受け取れる退職共済年金の12％（
0.5×24月、加給年金は除く）程度の減額により、60歳から繰上げら
れた老齢基礎年金と退職共済年金を受け取れる。
　ただし、この場合においても、加給年金は62歳からであり、組合
員として在職中においては、退職共済年金は原則支給停止となる。

繰上げ

繰上げられた老齢基礎年金

繰上げ調整額

給与（給料）比例部分

62歳60歳 60歳 62歳

給与（給料）比例部分

退
職
共
済
年
金

老齢基礎年金の繰上げの概念（一部繰上げ）
＜特定消防組合員の場合＞

対象者

一
般
組
合
員

特
定
消
防
組
合
員

昭
和
24
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方

昭
和
30
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方

対象者

一
般
組
合
員

特
定
消
防
組
合
員

昭
和
16
年
４
月
２
日
〜
昭
和
28
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

昭
和
22
年
４
月
２
日
〜
昭
和
34
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

老齢
基礎年金

加給部分加給部分

例）昭和25年4月2日生まれ、本来の特別支給開始年齢65歳の場合
　この場合、下図の65歳時点で受け取れる退職共済年金の30％（
0.5×60月、加給年金は除く）程度の減額により、60歳から繰上げら
れた老齢基礎年金と退職共済年金を受け取れる。
　ただし、この場合においても、加給年金は65歳からであり、組合
員として在職中においては、退職共済年金は原則支給停止となる。

繰上げ

繰上げられた老齢基礎年金

給与（給料）比例部分

65歳60歳 60歳 65歳

給与（給料）比例部分
退
職
共
済
年
金

老齢基礎年金の繰上げの概念（全部繰上げ）
＜一般組合員の場合＞
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